
 

〇通所介護（要介護度１～５の方）の利用料 

 ア 基本利用料 

   利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基準額に対し、介護保険負担割

合証に記載の割合に応じた額です。 

ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。 

 

 【通所介護費（通常規模型）】             （地域区分別１単位の単価 （６級地) 10.27円） 

１回当たりの 

所要時間 

介護度 基本利用料 利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１   ６，７２６円    ６７３円 １，３４６円 ２，０１８円 

要介護２   ７，９３８円    ７９４円 １，５８８円 ２，３８２円 

要介護３   ９，２０１円    ９２１円 １，８４１円 ２，７６１円 

要介護４  １０，４５４円  １，０４６円 ２，０９１円 ３，１３７円 

要介護５  １１，７２８円  １，１７３円 ２，３４６円 ３，５１９円 

 

 イ 加算 

   要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

サービスの実施による加算 

加算の種類 要件 利用料 利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

入浴介助加算

(Ⅰ) 

利用者の入浴介助を行った場合 

(シャワー浴含む) 

１日につき 

  ４１０円 

 

４１円 

 

８２円 

 

１２３円 

個別機能 

訓練加算(Ⅰ)イ 

加算の訓練体制を満たし、利用者個

別の心身の状況を重視した機能訓練

（生活機能向上を目的とした訓練）

を行った場合 

１日につき 

  ５７５円 

 

５８円 

 

１１５円 

 

１７３円 

口腔機能 

向上加算(Ⅰ) 

口腔清掃や摂食・嚥下機能訓練など

の口腔機能向上サービスを行った場

合（１月に２回を限度） 

１日につき 

１，５４０円 

 

１５４円 

 

３０８円 

 

４６２円 

科学的介護推進

体制加算 

利用者の基本的な情報を、厚生労働

省に提出した場合 

１月につき 

４１０円 

４１円 ８２円 １２３円 

事業所が送迎を

行わない場合 

 片道につき 

-４８２円 

 

-４９円 

 

-９７円 

 

-１４５円 

加算の基準に適合していると県に届け出ている加算 

加算の種類 要件 利用料 利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

サービス提供体制

強化加算(Ⅰ) 

加算の体制・人材要件を満たす場合 １回につき 

  ２２５円 

 

２３円 

 

４５円 

 

６８円 

介護職員処遇 

改善加算Ⅰ 

介護職員等特定

処遇改善加算Ⅰ 

介護職員の賃金の改善等を実施し、加算

のキャリアパス要件又は定量的要件を満

たす場合 

上記の要件を満たす場合 

 

 

 全ての利用者負担額の５．９％ 

 

 

 全ての利用者負担額の１．２％ 

 

 

 



 

◇介護予防・日常生活支援総合事業（要支援１・２の方）の利用料 

 ア 基本利用料 

   利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基準額に対し、介護保険負担割

合証に記載の割合に応じた額です。 

ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。 

（地域区分別１単位の単価 （６級地) 10.27円） 

区分 基本利用料 利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

要支援１  １月につき 

  １７，１７１円 

  

１，７１８円 

 

３，４３５円 

 

５，１５２円 

要支援２  １月につき 

  ３５，２０５円 

  

３，５２１円 

 

７，０４１円 

 

１０，５６２円 

 イ 加算 

   要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

  サービスの実施による加算 

加算の種類 要件 利用料 利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

運動器機能 

向上加算 

運動器機能向上のための機能訓練を

行った場合 

１月につき 

 ２，３１０円 

 

２３１円 

 

４６２円 

 

６９３円 

加算の基準に適合していると県及び市に届け出ている加算 

加算の種類 要件 利用料 利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

サービス提供体制

強化加算(Ⅰ) 

 

 

加算の体制・人材要件

を満たす場合 

要支援１ １月につき 

  ９０３円 

   

９１円 

 

１８１円 

 

２７１円 

要支援２ １月につき 

  １，８０７円 

 

１８１円 

 

３６２円 

 

５４３円 

介護職員処遇

改善加算Ⅰ 

 

介護職員等特

定処遇改善加

算Ⅰ 

 

科学的介護推

進体制加算 

 

介護職員の賃金の改善等を実施

し、加算のキャリアパス要件又は

定量的要件を満たす場合 

上記2つの要件を満たす場合 

 

 

 

利用者の基本的な情報を、厚生労

働省に提出した場合 

 

  全ての利用者負担額の５．９％ 

 

 

  全ての利用者負担額の１．２％ 

 

 

１月につき     ４１円  ８２円  １２３円 

  ４１０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

□その他の費用（共通） 
送 迎 費 通常の事業所の実施地域にお住まいの方は無料です。 

食  費 

（おやつ代含む） 

１食につき ６１８円 

 

お む つ 代 １枚につき 実費 

日 常 生 活 費 

（ 趣 味 活 動 費 ） 

利用者の希望により提供する日常生活上必要な費用として、実費をご負担していだき

ます。 

 

＊キャンセル料 

利用予定日の直前にキャンセルをした場合は、キャンセル料をいただきます。（指定通所介護に限る。） 

ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は請求しません。 

なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、御連絡ください。 

 利用日の当日８時３０分までに連絡があった場合 無料 

 連絡がなかった場合 ６１８円 

 


